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                              令和６年９月 11日 

 

消費者ネットおかやまと株式会社スタイルビーとの間で 

差止請求に関する協議が調ったことについて 

 

 

  消費者契約法第 39条第１項の規定に基づき、下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．協議が調ったと認められるものの概要 

（１）事案の概要 

  本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま（以下

「消費者ネットおかやま」という。）が、株式会社スタイルビー（以下「スタイルビ

ー」という。）に対し、スタイルビーが販売する「しろかね薬用美白パック（30ｇ）」

（以下「本商品」という。）の購入を勧誘する広告チラシ（以下「本チラシ」という。）

について、下記のとおり消費者契約法（※１）（以下「法」という。）第４条第１項第１

号及び同条第２項に該当するものとして、本チラシの回収と廃棄、配布の停止及びス

タイルビーが運営するウェブサイトにおける下記重要事項に関する記載の是正を求め

た事案である。 

  

記 

  

 ア 本商品について、効能・効果の表現範囲として「美白」は認められておらず、ま

た、本商品は日焼けによるシミ・そばかすを防ぐものであり、「美白」という効

能・効果があるものではないところ、本チラシ３頁目記載の「美白」には、意味や

説明の記載がなく、消費者に対して本商品を肌に使用した場合の効能・効果という

重要事項について、「美白」という効能・効果がないのにその効果があるように消

費者に認識させている点で、当該記載は重要事項について事実と異なることを告げ

ているため、本チラシの配布は法第４条第１項第１号が規定する行為に該当する。 

   

イ 本チラシ１頁目及び３頁目の、先着 500 人に限り、通常価格の半額以下の限定特

別価格 980 円（税込み 1,078 円）で商品を提供する記載は、本商品の販売に係る消

費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して売買代金という重要事

項について、通常の代金額と比較して、先着 500 人の限定で半額以下の代金を提示

するものであり、消費者の利益を告げるものに該当する。 
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他方、本チラシ２頁目の、初回 4,312 円、２回目以降２か月分の商品を 7,788 円

で一定の周期で定期的に発送する旨の記載、定期便を解約するには次回お届け予

定日の 10 日前までに連絡するよう求める旨の記載と、スタイルビーが運営するウ

ェブサイトの、解約の連絡がない限り、回数に制限なく定期的に商品を発送する

旨の記載によると、本チラシ１頁目を見た消費者は、1,078 円を超える代金支払

義務が発生することを予測できず、本商品を注文した消費者は、定期便の解約を

次回お届け予定日の 10 日前までにスタイルビーに申し入れない限り、本商品の２

回目以降の受領と売買代金の支払義務を負うことになり、これは消費者にとって

売買代金という重要事項について、消費者の不利益となる事実に該当する。加え

て、本チラシ２頁目の記載だけでは、消費者からの解約の連絡がない限り一定の

周期で定期的に発送することが読み取れず、本チラシ１頁目には、本チラシ２頁

目のような定期便に係る記載もないことから、本チラシは、少なくとも本チラシ

を作成したスタイルビーの重大な過失によって重要事項について消費者の不利益

となる事実を告げていないといえる。 

したがって、本チラシは、重要事項について消費者の利益となる旨を告げ、か

つ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意又は重大な過失

によって告げていないため、本チラシの配布は法第４条第２項が規定する行為に

該当する。 

 
  （※１）消費者契約法 

（消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し） 

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対  

して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当

該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができ

る。 

一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実で

あるとの誤認 

二 [略] 

２ 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対し 

てある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告

げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実（当該告知により当該事

実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。）を故意又は重大な過失によって告

げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契

約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、

当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者が

これを拒んだときは、この限りでない。 

３～６ [略] 

注）上記の差止請求が行われた日現在の規定 

 

（２）結果 



 

3 
 

消費者ネットおかやまは、令和６年３月 13 日、スタイルビーに対する申入れを開

始し、スタイルビーにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和６年

７月 10日、申入れを終了した。 

 

２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(法人番号 2260005003094) 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

株式会社スタイルビー（法人番号 5290001074514） 

 

４．当該事案に関する改善措置情報（※２）の概要 

なし 

 
（※２） 改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停

止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受け

た場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう（消費者契約法施行規則

第 14条及び第 28条参照）。 

以上 

 

 

 

 

 

消費者庁消費者制度課 

電話番号:03-3507-8800(代表) 

URL：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/index.html 


